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校種・職種等 考慮する事項 

小学校教諭等 

(5)中学校教諭普通免許状（英語）又は高等学校教諭普通免許状（英語）を所有してい

ること 

(6) 各資格・検定において＜表１＞(P.15)に示す基準のいずれかを満たしていること 

※※  該該当当すするる場場合合はは、、必必ずず電電子子申申請請のの英英語語のの資資格格欄欄にに入入力力又又はは受受験験願願書書のの英英語語のの資資格格

欄欄にに記記入入すするるこことと。。 

中学校教諭等 
(7)小学校教諭普通免許状を所有していること 

(8)複数教科の中学校教諭普通免許状を所有していること 

中学校教諭等（保健体育） 

高等学校教諭等（保健体育） 

(9)剣道４段以上の段位、又は柔道３段以上の段位を所有していること 

※ 該該当当すするる場場合合はは、、必必ずず電電子子申申請請のの特特技技・・資資格格欄欄にに入入力力又又はは受受験験願願書書のの特特技技・・資資格格  

欄欄にに記記入入すするるこことと。。  

高等学校教諭等（数学） 

高等学校教諭等（理科） 

(10)各資格・検定において＜表１＞(P.15)に示す基準のいずれかを満たしていること 

※※  該該当当すするる場場合合はは、、必必ずず電電子子申申請請のの英英語語のの資資格格欄欄にに入入力力又又はは受受験験願願書書のの英英語語のの資資格格

欄欄にに記記入入すするるこことと。。 

高等学校教諭等（福祉） (11)高等学校教諭普通免許状（家庭）を所有していること 

特別支援学校教諭等 (12)いずれかの教科の高等学校教諭普通免許状を所有していること 

※ 教諭普通免許状及び社会教育主事になりうる資格については、令和５年３月31日までに取得見込みのもの、学校図書

館司書教諭の資格については、令和５年３月31日までに必要単位を取得の上、交付申請完了見込みのものを含む。 

 

1100  選選考考結結果果のの通通知知                                                                                                

 

※ 第１次試験、第２次試験ともに、選考結果に関する問い合わせには一切応じない。 

※ 結果は簡易書留で送付するので、返信用封筒には確実に郵便物を受け取ることができる住所を記入しておくこと。７日

間以上不在にする場合は、不在届を郵便局に提出することを推奨する。（様式等は日本郵便のホームページで確認するこ

と。） 

※ 郵便局による保管期間が過ぎ、岡山県教育庁教職員課へ戻ってきた結果通知については、結果通知日から３か月間保管

するので、結果の受け取りを希望する者は、その旨を申し出ること。なお、３か月を過ぎたものについては廃棄する。 

※ 完全受験しなかった受験者にも、返信用封筒が提出されている場合は、結果を簡易書留で送付する。 

※ ホームページへの受験番号の掲載期間は、結果通知日から10日間とする。 

 

1111  選選考考結結果果のの情情報報提提供供                                                                                   

 

時 期 対 象 内 容 

第１次試験の 

結果通知時 

第２次試験の受験資格が 

得られなかった者 
・受験した全ての筆記試験の得点並びに面接の評価段階 

第２次試験の 

結果通知時 
第２次試験の受験者 

・第１次試験で受験した全ての筆記試験の得点並びに面接の評価段階 

・第２次試験で受験した全ての試験の評価段階 

 

1122  補補欠欠                                                                                                 

    第２次試験の完全受験者で採用候補者とならなかった者のうち若干名を、補欠として決定し、採用候補者に欠員が生じた場合

等には、補欠を採用候補者名簿に登録することがある。 

  補欠の決定の有無は、第２次試験の結果通知と併せて行い、補欠を採用候補者名簿に登録する場合には、対象者に個別に通知

する。なお、補欠の有効期間は、令和５年３月31日までとする。 

   

1133  採採用用候候補補者者のの勤勤務務校校                                                                                   

  ((11))  採用候補者名簿に登録され、採用された者は、岡山県内の市町村（組合）立（岡山市立を除く。）の小学校・中学校・高等

学校・特別支援学校、岡山県立の中学校・中等教育学校・高等学校・特別支援学校のいずれかに勤務する。 

 ((22)) 小学校教諭等の全出願区分(全ての枠及び全ての特別選考を含む。)に出願する場合は、受験願書の「初任地」欄に、岡山県

内の26市町村（岡山市を除く。）のうち、自身が配置を希望する１市町村を記入することができる。配置に当たっては、可能

な範囲で希望に沿うよう配慮する。ただし、希望の市町村とならない場合がある。（記入がない場合は、「希望なし」として

扱う。）なお、希望の有無及び選択する市町村は合否に影響しない。 

 ((33)) 中学校教諭等の全出願区分(全ての枠及び全ての特別選考を含む。)のうち、数学、理科、英語、保健体育に出願する場合

は、受験願書の「小学校専科への配置の可否」欄に、小学校の専科教員としての配置の可否を記入できる。可と記入し、第２

次試験の結果、採用候補者となった者は、初任配置校が小学校となる場合がある。なお、配置可否の内容は合否に影響しな

い。 

 

第第１１次次試試験験のの結結果果通通知知 

８月５日(金)午前９時頃 

岡山県教育庁教職員課ホームページ（（hhttttppss::////wwwwww..pprreeff..ookkaayyaammaa..jjpp//ssoosshhiikkii//114455//））に第２次試験

の受験資格を得た者の受験番号を掲載するとともに、第１次試験の完全受験者に結果を簡易

書留で送付する。 

第第２２次次試試験験のの結結果果通通知知 

10月７日(金)午前９時頃 

岡山県教育庁教職員課ホームページに採用候補者名簿に登録された者の受験番号を掲載する

とともに、第２次試験の完全受験者に結果を簡易書留で送付する。 


